
この社協だよりは、共同募金（配分金）の一部で作成しました。

おまけ

　買い物した荷物を持ち帰ることが困難な場合に、ご自宅まで配達します。
右の張り紙のあるお店が対象です。（冷凍、生鮮食品、セトモノ等の配達は出来ません）

○利用日及び利用方法
　�月～金曜日
　（祝日、お盆お正月はお休み）
　�当日または翌日に社協職員又はボランティアがご自宅まで配達いたします。
　�初回はそのまま配達いたしますが、「利用登録届」を提出いただき後日「利
用登録証」を交付いたします。

○「登録届」役場福祉課（電話５７４－３１４３）
　「配達」社会福祉協議会（電話５７４－３１４３）

今年のテーマは、地元民もあまり知らない！？
ローカルな話題

只今製作中です。

７月上旬〜
中旬
完成予定！

種　類：乳児用・幼児用・学童用・その他
利用料：月 300円～ 500円
期　間：１年更新（月毎の短期貸し付けも可能です）

すくすく子育てサポート事業
『チャイルドシートの貸出』
～里帰り等でもご利用できます～

買い物支援事業『買い物配達サポート事業』利用してみませんか？

2024赤い羽根ご当地ピンバッチ

ドジャース大谷選手
がご結婚しました。
ボクもドジャー
スではなく「ピ
ジャーズ」のユニ
ホームを着て、リム
ジンに乗りおかめ
花嫁さんをお迎え
しました。(ガンバ
ルーンオリンピッ
クの一幕です)

社会福祉協議会は社会福祉協議会は

　　民間の福祉団体です。　　民間の福祉団体です。

　社会福祉協議会は「社協（しゃきょう）」

と略されて呼ばれることが一般的です。

　社協は、行政機関の一部あるいは外郭団

体と考えられがちですが、民間レベルで福

祉を進める団体です。

　地域の中で抱えている様々な問題につい

て、みんなで考え、話し合い、協力して運

営されている公共性の高い民間福祉団体で

す。

　社協の事業は、みなさんからの「会費」

「寄付金」「共同募金」を財源として実施し

ています。

次回社協だより発行は９月号となります（イベント等のお知らせは町広報をご覧ください）
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